給水装置維持管理誓約書
このたび建物を解体し、給水装置を撤去します。
本来、水道使用を廃止する場合には水道本管接続部のサドル分水栓で分水止めとしますが、当方の事情により一部、取出し管（サドル分水栓から宅地内キャップ止まで）を残置します。
これにつきましては当方の責任において適正に管理するとともに破損・漏水等の事故があった場合、当方の責任において対処いたします。
また施工後４年以上使用せず、詰まり等で水が出ない場合も当方の費用で通水いたします。
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